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し「やまだ一」に向かった。川右の芋畑から約
15mの大きな岩陰に陣取り待っていると、いつ
の間にか前の薄暗い芋畑には大きなイノシシが
いるではないか。長い鼻で次々とイモを掘り起
こしてガスガスと食べている。ついに来たかと
銃を構えたが、手が震えぎこちない。ならばと
銃を前の木と肩にぴったりと固定し、銃身が発
砲時に後方に跳ね返らないようにして、一番目
立つイノシシの腹部を狙って発砲した。途端に
ズドーンと後方の岩山が崩れんばかりの物凄い
大音響がしたが、その音も北風にまたたく間に
かき消されて、辺りはシ～ンと静まりかえった。
ハッと我に返り、芋畑を見るもイノシシはその
場には倒れてはいない。しまった・打ち損じた
かと自責の念にかられ、しばらくはその現場を
呆然と見つめていたが、やはり見えない。5連
発銃の 1発のみの発砲であった。より急所の頭

とか心臓部を狙うべきであったのかと悔やんだ
が、それほどの腕も経験もなかった。銃をお借
りしたおじには申し訳ないと思いつつ、寒い夜
道をとぼとぼと自宅に戻った。
　それから 3日後に山田に行くと何と現場から
約 150m 位離れた反対側の山裾で大きなイノシ
シの死体を見つけた。冬とは言え腹部にはもう
キンバエがたかっている。ど素人には打たれた
らその現場に獲物はバタンと倒れるものと思い
がちであるが、そうではなかった。次の日にで
も来て探せば見つけられて、大イノシシの駆除
と共にご馳走にありつけたものをと悔やんだ。
　以来こうしてヤンバルを騒がせた幻の大イノ
シシの話しは忽然とかき消えてしまった。
　現在では銃は鍵のかかる保管庫に盗難に遭わ
ないように厳重に保管する義務があるとされ、
また採れる獲物の数にも制限があるという。
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沖縄県医師会会費減免制度について（ご案内）
本会では高齢・疾病・出産育児等の事由による会費減免制度を設けております。
下記減免手続き等、詳細については本会事務局までお問い合わせください。

※本減免制度の利用を希望する場合は、当該年度の１月末までに申請ください。
【問合せ先】沖縄県医師会 経理課　TEL：098-888-0087

減免事由

対象者

減免期間

申　　請 必　要

診断書添付書類

疾　病 出産・育児 卒後5年間 高　齢
傷病等により医療機
関を1か月以上にわ
たって閉鎖若しくは診
療に従事しない会員

閉鎖若しくは診療に従
事しなくなった翌月か
ら再開若しくは再従事
するに至った月まで。
その期間に応じ、月割
計算の方法によって算
出した額が免除となる

必　要

母子手帳の写

出産された（これから
出産予定の）女性会員
で、出産・育児休業取
得者（日医は休業取得
・未取得は問わない）
出産した日の属する
年度の翌年度1年間
例：令和7年4月1日
に出産した場合→　
令和8年度が減免

必　要

不　要

すべての会員

医学部卒業後の5年
間（年度単位）

不　要

不　要

年齢が満77歳に到達
した会員

年齢が満77歳に到達
した翌月から免除。
但し、2名以上の医師
がいる施設において
は、1名はA会員の会
費を納入する
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